
                      

                                                     

感染症による出席停止及び再登校について 

 

学校では，お子様が法令で指定されている以下の学校感染症にかかっている，またはかか

っている疑いがあると診断された場合には，本人の十分な休養と感染の拡大を防止するた

め，出席停止の扱いとされます（学校保健安全法第 19 条）。 

出席停止は学校における感染症の拡大防止を目的とする措置です。出席停止の期間中は，

医師の指示に従って療養してください。病状が回復して登校する際には，必ず医師からの指

示（登校許可）に従ってください。  

 

 

◎学校感染症での出席停止に関する提出書類について  

学校感染症と診断された場合は，学校全体の感染状況を把握するためにも，学校に速やか

にお知らせください。  

療養後に再登校する際には，「治癒証明書」を記入していただき ,学校へ提出してくださ

い。東雲小学校の治癒証明書には，インフルエンザ用（保護者記入），新型コロナウイルス感

染症用（保護者記入）,それ以外の学校感染症用（医療機関記入）の 3 種類があります。治癒証明

書は，東雲小学校ホームページから印刷することができます。  

 

※ご不明な点や，治癒証明書の記載に関して困ったことがありましたら，保健室（ 082）890-

5130 までご連絡ください。  

学校感染症  

第一種：感染力の重篤性から危険性が極めて高い感染症   

エボラ出血熱，クリミア・コンゴ出血熱，痘そう，南米出血熱，ペスト，マールブルグ病  

ラッサ熱，急性灰白
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